　　　　　　　　　　　　仕　　様　　書
１　委託業務の内容

　　委託する業務の内容は次のとおりとする。

(1) 調査対象者の抽出業務

(2) 調査票作成及び調査対象者への調査依頼業務

(3) 調査の実施及び集計業務

(4) 調査結果のとりまとめ、分析

(5) 報告書の作成

２　調査方法

(1) 調査対象事業所は、「長野県内の５人以上規模の企業」とする。標本抽出については、経済センサス等に基づく事業所母集団データベースから合計4,000事業所を、業種別、規模別の層化二段抽出により行う。

(2) 個人調査の対象者は、（1）により抽出された4,000事業所のうち、調査に併せて行った協力依頼を了承した事業所の従業員2,000人程度とする。
(3) 調査対象事業所の抽出に当たっては、県が事業所母集団データベースの使用許可を総務省統計局長に申請する。業務受託者（以下「受託者」という）は委託契約後、提供を受けた母集団情報の使用に当たり、総務大臣あての誓約書に署名押印する。
(4) 受託者は、別途県が指示する調査項目により調査票を作成し印刷する。
(5) 受託者は、調査票に返信用封筒（長３）を同封して郵送する。
(6) 受託者は、調査票発送後回答期限までの間、全調査対象者に対し調査協力のお礼（回答　　　　未済者に対しては督促の趣旨）のハガキを発送する。文面については県が別途指示する。
(7) (5)において事業所あて調査票を郵送する際、別に指定するチラシ（Ａ４）２枚を同封する。
(8) 調査票は、事業所調査及び個人調査においてそれぞれ40％以上を回収するよう努める。
(9) 上記における受託者の行う業務に要する経費は受託者の負担とする。

３　集計・分析業務

調査データは「Microsoft  Word、Excel」を使用して集計する。
４　調査等の報告

(1) 受託者は、契約日から５日以内に「調査実施日程表」を県に提出する。

(2) 受託者は最終的な集計データ及び分析結果をまとめた報告書（Ａ４版）及びＣＤ―ＲＯＭ、を作成し、報告書と併せて県に提出する。報告書様式等は県との打ち合せによること。
５　その他
受託者は、調査に当たり収集した個人情報などを本調査の目的に使用する以外には使用してはならない。また、本調査により知り得た事業所母集団データ等は業務終了後速やかに消去又は焼却などの方法により処分する。処分結果については、県に書面（様式任意）により報告するものとする。この要領に定めのない事項については、県と受託者とで協議のうえ決定する。
